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１．介護給付費に関する過誤申立と再請求について 
 

(1)過誤申立依頼書の提出について 

 

   事業所において、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。) へ

の介護給付費の請求後に、請求誤りが生じた場合、過誤申立依頼書を町に対

し提出することとなりますが、当町で当該過誤申立について受付・処理する

ことができるのは、請求月の翌月以降となります。そのため、請求月に提出

いただいた場合は、処理することができません。 

   なお、過誤申立依頼ができるのは、国保連の審査後に「支払決定通知」に

より通知されたものに限りますので、国保連から送付される「支払決定通知」

を確認の上、過誤申立依頼書を提出してくださいますようお願いします。 

 

(2)介護給付費の再請求について 

 

   過誤申立依頼書を提出後、実績がある場合には再請求を行うこととなり

ますが、過誤申立後の再請求にあたっては、国保連より原則、同月過誤によ

り処理するよう依頼がありましたので、過誤申立依頼書提出の翌月 10 日ま

でに再請求を行ってください。 

 

≪過誤申立依頼・再請求の流れ≫ 
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２．介護報酬等に関する質問について 
 

  指定地域密着型サービスに係る介護報酬等に関する質問については、平成

30年５月 22日付事務連絡(南部町健康福祉課長通知)でお知らせしたとおり、

別紙「地域密着型サービス事業に係る質問票」にてご質問してくださいますよ

うお願いします。 

 【質問の際の注意事項】 

  ・ 介護報酬等に関する認識の相違を避けるために当町では、電話による回

答は原則行いません。 

・ 質問の際には、必ず厚生労働省の介護サービスＱＡ集や介護保険六法

(中央法規)、介護報酬の解釈(社会保険研究所)等参考文献を確認の上、質

問者の見解及び見解の根拠となる法令等を必ず記載してください。記載が

ない場合はお答えできない場合もあります。 

・ 質問の回答には 1 週間程度時間を要すとありますが、内容によってはよ

り多くの時間がかかる場合があります。 

・ 根拠も探さず突発的に質問することはしないでください。 

 

  質問票に関しては、町ホームページに掲載されております。 

町ホームページ URL 

    ⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10476,26,335,html  

 

  また、質問があったものに関し、事業所の個別のケースではなく、全ての事

業所に共通すると考えられるものに関しては、「南部町地域密着型サービス事

業所 Q&A」としてホームページに掲載してあります。 

  町ホームページ URL 

   ⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10560,26,335,html 
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3．指定更新予定事業所について 
   

  町では、指定更新時期に合わせて指定更新に係る勧奨等は行いませんので、

各事業所において、更新時期をご確認ください。 

  指定更新申請書類の提出時期の目安としては、現在受けている指定有効期

間満了日の 2 月前までとなりますが、少なくとも 1 月前までには指定更新申

請を行ってください。 

  なお、指定更新制がなされない場合は、指定有効期間満了日をもって、指定

が失効することとなりますのでご注意ください。 

  指定更新申請に係る書類については、町ホームページに掲載してあります

ので、必ずご確認ください。 

  町ホームページ URL 

   ⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10658,26,335,html 

 【参考・平成 31 年度指定更新予定事業所】 

№ 事業者名 事業所名 指定サービス 有効期間満了日 

１ 
社会福祉法人 

水鏡会 

グループホーム 

ひだまりの里 

(介護予防)認知症 

対応型共同生活介護 
平成 31 年 5 月 29 日 

２ 
社会福祉法人 

恵生会 

三老デイサービス 

センター 
地域密着型通所介護 平成 32 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30 年度南部町指定地域密着型サービス事業者集団指導 資料３ 

5 

 

４．指定内容等の変更について 
 

 (1)指定内容の変更について 

   指定内容に変更がある場合には、「変更届出添付書類一覧」を必ず確認の

上、変更日から 10 日以内に変更届出書(様式第 4 号)及び添付書類を提出し

てください。 

   また、原本の写しとなる添付書類については、原本証明を行った上で提出

してください。 

   なお、変更届出書について、旧様式により提出している事業所が見られま

す。最新の様式は、町ホームページに掲載してありますので、必ず最新の様

式を使用くださいますようお願いします。旧様式で提出のあった場合は、差

し替えを求めます。 

   町ホームページ URL 

    ⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10658,26,335,html  
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(2)介護給付費算定に係る体制の変更について 

 

   介護給付費の算定において、新たに加算を算定する場合は、以下のサービ

ス種類ごとに決められた期日までに介護給付費算定に係る体制等に関する

届出書(別紙 3－2)に必要な書類を添付して提出してください。 

   提出期限及び提出書類等は以下のとおりです。 

   なお、加算を算定できない状況が生じた場合には、速やかに介護給付費算

定に係る体制等に関する届出書を提出してください。 

 

 【提出期限】 

サービス種類 
届出時期(提出期限)と 

算定開始時期 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・地域密着型通所介護 

・(介護予防)認知症対応型通所介護 

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・毎月 15 日以前に届出 

  ⇒ 翌月から算定 

 

・毎月 16 日以降に届出 

  ⇒ 翌々月から算定 

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

・届出月の翌月から算定 

(月の初日に届出した場合

はその月からの算定) 

  ※ 持参又は郵送により提出(届出期日必着) 

 

  【提出書類】 

共通書類 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙 3－2) 

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙 1－3) 

添付書類 

・「加算の算定に必要な添付書類一覧表(チェックリスト)」 

・チェックリストに記載されている各種加算算定に応じた必要書類 

 

  各種様式については、すべて町ホームページに掲載されておりますのでご

確認ください。 

  町ホームページ URL 

   ⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10492,26,335,html 
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５．介護職員処遇改善加算について 
 

 (1)介護職員処遇改善計画書の提出について 

  

  毎年４月から介護職員処遇改善加算を算定する事業所は、2 月前の 2 月

末日までに関係書類を提出する必要があります。 

   年度の途中から加算の算定を受けようとする事業所は、加算の算定を受

けようとする月の前々月の末日までに関係書類を提出してください。 

 

 (2)介護職員処遇改善実績報告書の提出について 

 

   平成 30 年度に介護職員処遇改善加算を算定した事業者は、平成 31 年 7

月末日までに関係書類を提出してください。実績報告書の提出が無い場合

は、返還を求める場合がありますのでご注意ください。 

 

  なお、(1)及び(2)については、必ず厚生労働省発出の介護職員処遇改善加算

に関する通知を確認の上、提出してください。 

  介護職員処遇改善加算計画書等様式については、町ホームページに掲載し

ておりますので、ご活用ください。 

  町ホームページ URL 

   ⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10860,26,335,html  
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６．運営推進会議等及び自己評価・外部評価について 
 

 (1)運営推進会議及び介護・医療連携推進会議について 

 

   地域密着型サービス事業所の基準において開催が義務付けられている運

営推進会議及び介護・医療連携推進会議については、「地域密着型サービス

運営推進会議等の手引き」(平成 30 年５月南部町健康福祉課介護保険班作

成)により、対象事業所、開催頻度、会議内容等が記載されていますので、

参考にしてください。対象事業所、開催頻度は以下のとおりです。 

 【運営推進会議】 

サービス種類 開催頻度 

・地域密着型通所介護 

・認知症対応型通所介護 
おおむね 6 月に 1 回以上 

・小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

おおむね 2 月に 1 回以上 

 【介護・医療連携推進会議】 

サービス種類 開催頻度 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 おおむね 6 月に 1 回以上 

  なお、手引きについては、町ホームページに掲載されています。 

   町ホームページ URL 

    ⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10358,26,335,html  

 

 (2)自己評価・外部評価について 
 

   地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価については、上述

した「地域密着型サービス運営推進会議等の手引き」の P6 にも記載されて

おりますが、先般以下の通知を事業者に通知したところでありますので、今

一度ご確認ください。なお、認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価結

果は WAM-NET に掲載されています。 

   ●自己評価及び外部評価結果等の提出に係る取扱い等について 

    (平成 31 年 3 月 4 日付南部健福第 2438 号) 

   ●外部評価の隔年実施適用申請について 

    (平成 31 年 3 月 4 日付南部健福第 2439 号) 

   自己評価・外部評価について掲載されている町ホームページには、自己評

価・外部評価に関係する厚生労働省の報告書等も一部掲載していますので

ぜひご確認ください。 
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７．町外の被保険者の利用について～地域密着型サービス～ 
 

  南部町が指定する地域密着型サービスは、原則として南部町の被保険者の

みサービス利用が可能です。 

ただし、南部町内の住所地特例対象施設に住所を有している南部町外の被保

険者(住所地特例施設入所者)に以下の対象サービス(特定地域密着型(介護予

防)サービス)を提供する場合には、転居前の保険者市町村への指定申請の手続

きは必要ありません。住所地特例対象施設の所在市町村が、当該対象サービス

を提供する事業所について指定をしていれば利用することが可能です。 

  請求に関しては「事業費明細欄」には記載せずに、「事業費明細欄(住所地特

例対象者)」に記載し、国保連に請求してください。 

  なお、南部町外の被保険者(住所地特例施設入所者以外)の者にサービスを提

供する場合は、サービス提供前に、当該利用者の保険者市町村への指定申請が

必要となります。 

 

 【住所地特例対象施設】 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 等 

 

 【対象サービス(介護保険法第 8 条第 14 項)】 

特定地域密着型(介護予防)サービス 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・地域密着型通所介護 

・(介護予防)認知症対応型通所介護 

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機型居宅介護 

  ※サービス費用の額は、施設所在市町村が定める額となる。 

 

 【請求に係る介護給付費明細書】 
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８．町ホームページに掲載している介護保険事業者向け情報について 
 

  今年度、町のホームページについて整理を行い、地域密着型サービスに関す

る情報、書類等についてホームページから取得できるように整理しました。 

  ホームページについては随時更新しておりますのでご確認ください。 

ホームページの【介護保険 > 介護保険事業者向け情報】(一部抜粋) 

URL: http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,0,26,335,html  

・社会福祉施設等におけるインフルエンザ総合対策の推進について 

・町、都道府県等からの通知・事務連絡等について 

・地域密着型サービス事業所の集団指導について 

・地域密着型サービス事業所の実地指導について 

・介護保険事業者における事故発生時の取扱いについて 

・介護職員処遇改善加算について 

・業務管理体制の整備に関する届出について 

・地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等について 

・地域密着型サービス関係 Q&A について 

・地域密着型サービス事業における介護給付費算定に係る届出について 

・地域密着型サービス事業に係る質問について 

・地域密着型サービス事業所における自己評価・外部評価について 

・地域密着型サービス事業所の運営推進会議（介護・医療連携推進会議）について  

 

 


